
　宮城県歯科医師国民健康保険組合は、国に代わり、18歳以上（高校生年代除く）の
組合員及びその家族から「子ども・子育て支援金分」保険料を徴収し、「子ども・子育
て支援納付金」として、国に納付する義務を負います。

※令和９年度は一人800円、令和10年度は一人1,000円の見込みです。
※組合会の申し合わせにより、事業主が半額負担します。

令和8年度
子ども・子育て支援金分の保険料

このような支援が行われます

育児休業給付

届出時
5万円

妊娠
後期以降

5万円

妊婦のための支援給付

　雇用保険加入者を対象に、子どもが2歳未
満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短
勤務時の賃金の原則10％が支給されます。

　子どもが１歳になるまでの期間、自営業や
フリーランス等の国民年金第1号被保険者の
国民年金保険料が免除となります。

育児時短就業給付

※令和7年度から制度化

　雇用保険加入者を対象に、子どもの出生直後の一定期間内に、両親ともに14日以上の育児休
業を取った場合、最大28日間、育児休業給付と合わせて手取りの10割相当が支給されます。

出生後休業支援給付 ※令和7年度から実施

　保育所等に通っていない0歳6カ月から満3歳未満の子
どもが、時間単位で柔軟に保育所等を利用できる制度で
す。親が働いていなくても利用することができます（子ど
も1人あたり月10時間）。

こども誰でも通園制度 ※令和8年度より全国実施

※休業開始から
　通算180日

従来 支給額 休業開始時
賃金日額

休業期間の
日数 67％＝ × ×

※令和7年度から実施

育児期間中の国民年金保険料免除
※令和8年10月から実施

＋

　安心して妊娠・出産、子育てできるための支援として、「伴走型
相談支援」の面談とあわせて、妊娠届出時に5万円、妊娠後期以
降に妊娠している子どもの数×5万円が支給されます。

出生後休業支援給付

出生後休業支援給付の上乗せと社会保険料の免除等で、実質手取り10割相当に！

令和
7年度～ 13％出生後一定期間内に

両親とも14日以上育
児休業を取得した場
合、最大28日間

　所得の制限が撤廃された他、支給期間の延
長や第３子以降の金額が大幅に増額となりま
す。また、支給頻度が、4カ月に1回から、2カ
月に1回になります。

所
得
制
限
な
し

0歳～3歳未満

支援対象 児童手当（月額）

1.5万円
1.5万円

3万円

1万円

1万円

1万円

3歳～小学生
第3子以降

中学生

高校生

児童手当の拡充 ※令和6年10月分
　から拡充

　令和8年4月から、従来の保険料とあわせて子ども・子育て支援金のご負担を
お願いいたします。
　皆さまからお預かりした支援金は、子ども・子育て支援納付金として国に納付
することになります。

「子ども・子育て支援金」の仕組み

宮歯国保組合は「子ども・子育て支援金」の代行徴収的な位置づけになります

国
（支払基金）

被保険者
事業主支援納付金 支援金

請求 賦課

納付 納付

宮歯国保組合

いつから支払うの？ 保険料は？

●子ども・子育て支援金は、子ども・子育て世帯向けの給付のみに充てるものであり、従
来納めていただいている保険料とは区分された仕組みです。医療分や後期高齢者支援
金分などに流用することはありません。宮歯国保組合は、あくまで国の代わりに徴収
し、納付するだけとなります。

　後期高齢者組合員の方については、後期高齢者医療広域連合が徴収します。

　令和８年４月分保険料から徴収します。 　令和８年度は、一人月額600円です。


